
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検体測定の動作命令に従って検体の測定動作を行う動作機構部、動作機構部の動作で検
体の測定を行って測定データを得る測定部、および測定部で得られた測定データをネット
ワークに送信する入出力部からなる測定装置と、
　測定装置からネットワークを介して測定データを得る入出力部、入出力部から測定デー
タを受け取って測定データの演算を行
測定データ演算部、および測定データ演算部で得られた演算結果

を出力する出力部からなるデータ処理装置を備え、
　検体測定の動作命令を入力する入力部が、データ処理装置に設けられ、この入力部で入
力された動作命令が、データ処理装置の入出力部と測定装置の入出力部を介して、測定装
置の動作機構部に送られることを特徴とするネットワークによる検体測定装置。
【請求項２】
　測定装置の動作機構部が、測定動作が正常に行われているのか否かを検出するセンサを
有し、このセンサの検出内容が、測定装置の入出力部とデータ処理装置の入出力部を介し
て、データ処理装置の出力部から出力されることを特徴とする請求項１記載のネットワー
クによる検体測定装置。
【請求項３】
　測定データ演算部が、生の測定データから測定結果を計算する測定データ計算部と、測
定データ計算部で計算された測定結果の処理を行う測定データ処理部からなる請求項１記
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載のネットワークによる検体測定装置。
【請求項４】
　測定装置が複数台の測定装置からなり、データ処理装置が一台のデータ処理装置からな
る請求項１記載のネットワークによる検体測定装置。
【請求項５】
　検体測定の動作命令に従って検体の測定動作を行う動作機構部、動作機構部の動作で検
体の測定を行って測定データを得る測定部、および測定部で得られた測定データをネット
ワークに送信する入出力部からなる測定装置と、
　測定装置からネットワークを介して測定データを得る入出力部、入出力部から測定デー
タを受け取って測定データの演算を行
測定データ演算部、および測定データ演算部で得られた演算結果

を出力する出力部からなるデータ処理装置を備え、
　測定装置の動作機構部が、測定動作が正常に行われているのか否かを検出するセンサを
有し、このセンサの検出内容が、測定装置の入出力部とデータ処理装置の入出力部を介し
て、データ処置装置の出力部から出力されることを特徴とするネットワークによる検体測
定装置。
【請求項６】
　測定装置は、血液サンプルの測定を行う装置である請求項１から５のいずれか１項に記
載のネットワークによる検体測定装置。
【請求項７】
　測定装置の入出力部およびデータ処理装置の入出力部は、トランスミッションコントロ
ールプロトコル／インターネットプロトコルを用いて測定データおよび動作命令を送受信
する請求項１から６のいずれか１項に記載のネットワークによる検体測定装置。
【請求項８】
　データ処理装置の入力部から検体測定の動作命令が入力されるステップ、
　データ処理装置の入出力部がネットワークを介して、測定装置の入出力部に動作命令を
送信するステップ、
　測定装置の動作機構部が入出力部を介して受信した動作命令に従って検体の測定動作を
行うステップ、
　動作機構部の測定動作によって測定装置の測定部が測定データを得るステップ、
　測定装置の入出力部が測定データを、ネットワークを介してデータ処理装置の入出力部
に送信するステップ、
　データ処理装置の測定データ演算部が入出力部を介して受信した測定データの演算を行

ステップ、および
　測定データの演算結果 がデータ処理装置の出
力部に出力されるステップ、からなるネットワークによる検体測定方法。
【請求項９】
　測定装置が検体を直接入手することが可能な現場に配置され、データ処理装置が事務処
理センターに配置される、請求項８記載のネットワークによる検体測定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ネットワークによる検体（サンプル）測定装置 に関し、さら
に詳しくは、例えば血液を採取した場所で血液サンプルの測定を行い、その測定データを
データ処理装置に送信して血液の分析を行う血液分析装置のようなネットワークによる検
体測定装置 に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のこの種の血液分析装置の一例を図３に示す。この図において、３１は測定装置、３
２はＣＲＴディスプレイ装置を備えたデータ処理装置、３３はページプリンタ、３４はカ
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ラーグラフィックプリンタ、３５は空圧源部、３６はサンプラ部、３７はデータプリンタ
である。
【０００３】
測定装置３１は血液サンプルの測定、制御を行う。すなわち、測定装置３１は、入力部、
出力部として、パネルキーボードＬＣＤ画面３１ａを備えており、動作命令の入力を受け
付け、動作制御内容や測定結果を表示する。データ処理装置３２は測定装置３１より得ら
れた測定データの処理を行う。ページプリンタ３３は測定情報や測定結果のリストを印字
する。カラーグラフィックプリンタ３４は粒度分布図、スキャッタグラムなどの測定結果
や画面のハードコピーを印字する。空圧源部３５は測定装置３１で使用する陽圧、バキュ
ーム圧を供給する。サンプラ部３６は血液サンプルを自動的に測定装置３１へ供給する。
データプリンタ３７は測定データを検査伝票形式の用紙に印字する。
【０００４】
図４は図３で示した血液分析装置の内部構成を示すブロック図である。
測定装置３１は、入力部３１１、出力部３１２、動作制御部３１３、動作機構部３１４、
測定部３１５、Ａ／Ｄ変換部３１６、測定データ計算部３１７、測定装置側入出力部３１
８から構成されている。入力部３１１及び出力部３１２はパネルキーボードＬＣＤ画面３
１ａに対応している。
【０００５】
データ処理装置３２は、マイクロプロセッサ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，Ｉ／Ｏポートからなるパ
ーソナルコンピュータを用いて作製され、入力部３２１、出力部３２２、処理装置側入出
力部３２３、測定データ処理部３２４から構成されている。
【０００６】
測定装置３１とデータ処理装置３２は、離れて配置され、測定装置３１からデータ処理装
置３２に測定データを送信することが可能な構成となっている。すなわち、測定装置３１
側の入出力部３１８とデータ処理装置３２側の入出力部３２３とは、ともに汎用インター
フェイスであるＴＣＰ／ＩＰ（ Transmission control protocol//internet protocol：ト
ランスミッション  コントロール  プロトコル／インターネット  プロトコル）で構成され
ており、光ケーブルあるいは同軸ケーブルを用いたＬＡＮ３８で接続されている。
【０００７】
測定装置３１の各構成要素について説明すれば、入力部３１１からは、使用者により、検
体測定の動作命令が入力され、入力された動作命令は動作制御部３１３に送られる。出力
部３１２は、動作制御部３１３で行う動作制御の内容を表示する。
【０００８】
動作制御部３１３は、入力部３１１から入力された動作命令に従って、動作制御データを
生成し、その動作制御データを動作機構部３１４に送る。
動作機構部３１４は、動作制御部３１３から与えられた動作制御データに従って血液の測
定動作を行う。
【０００９】
測定部３１５は、この測定動作で血液サンプルの測定を行って、その測定した生のデータ
をＡ／Ｄ変換部３１６に送る。
Ａ／Ｄ変換部３１６は、測定部３１５で得られたアナログデータをデジタルデータに変換
し、測定データ計算部３１７に送る。
【００１０】
測定データ計算部３１７は、Ａ／Ｄ変換部３１６から受けた生データの計算を行い、その
計算結果を測定装置側入出力部３１８に送る。具体的には、例えば、血液サンプルを抵抗
式測定原理にて測定して血球数をカウントし、血球数を算出して、その算出結果を測定装
置側入出力部３１８に送る。
測定装置側入出力部３１８は、測定データ計算部３１７から受けた測定データの計算結果
をデータ処理装置３２側に送信する。
【００１１】
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次に、データ処理装置３２の各構成要素について説明すれば、入力部３２１は、測定デー
タ処理部３２４における処理の指示入力を行う。
出力部３２２は、上述のＣＲＴディスプレイ装置、ページプリンタ３３、およびカラーグ
ラフィックプリンタ３４で構成され、測定データ処理部３２４で処理された処理結果のデ
ータを出力する。
【００１２】
処理装置側入出力部３２３は、測定装置３１の入出力部３１８から受けた測定データの計
算結果を測定データ処理部３２４に送る。
測定データ処理部３２４は、測定データ計算部３１７から送られてきた計算結果を表示用
、印字用のデータに処理し、その処理結果を出力部３２２に送る。また、測定データ処理
部３２４は、測定データ計算部３１７から送られてきた計算結果をデータ処理装置３２の
ハードディスクに格納する。
【００１３】
このように、従来のネットワークによる検体測定装置では、血液を採取した場所で血液サ
ンプルの測定を行い、その測定データを離れた場所にあるデータ処理装置に送信して、血
液の分析を行うようにしていた。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来のネットワークによる検体測定装置では、測定装置３１側
で検体測定の動作命令を入力するようにしていたので、測定装置３１側に操作に習熟した
人員を配置する必要があり、この点に関する改良が望まれていた。
【００１５】
この発明は、このような事情を考慮してなされたもので、測定装置とデータ処理装置とで
構成された検体測定装置において、データ処理装置の側から測定装置に対して、検体測定
の動作命令を入力できるようにすることを目的とするものである。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、検体測定の動作命令に従って検体の測定動作を行う動作機構部、動作機構部の
動作で検体の測定を行って測定データを得る測定部、および測定部で得られた測定データ
をネットワークに送信する入出力部からなる測定装置と、測定装置からネットワークを介
して測定データを得る入出力部、入出力部から測定データを受け取って測定データの演算
を行 測定データ演算部、および測定デ
ータ演算部で得られた演算結果 を出力する出力
部からなるデータ処理装置を備え、検体測定の動作命令を入力する入力部が、データ処理
装置に設けられ、この入力部で入力された動作命令が、データ処理装置の入出力部と測定
装置の入出力部を介して、測定装置の動作機構部に送られることを特徴とするネットワー
クによる検体測定装置である。
【００１７】
本発明によれば、データ処理装置の側から測定装置に対して、検体測定の動作命令を入力
することができるので、測定装置側に操作に習熟した人員を配置する必要がなくなり、人
員の有効配置を図ることができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明において、動作機構部としては、検体測定の動作命令に従って測定動作を行うこと
ができるものであればよく、当該分野で公知の各種の動作機構部を適用することができる
。例えば、本発明を血液分析装置に適用した場合であれば、サンプル容器が保持されたサ
ンプルラックをサンプル採取位置まで順次移動させ、サンプル採取位置に到達したサンプ
ルラックからサンプル容器を抜き取り、サンプル容器を撹拌した後、サンプル容器から血
液サンプルを採取して、その血液サンプルをノズル内に通過させる等の動作を行うことが
できるものを適用することができる。
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【００１９】
この動作機構部は、測定動作が正常に行われているのか否かを検出するセンサを有し、こ
のセンサの検出内容が、測定装置の入出力部とデータ処理装置の入出力部を介して、デー
タ処理装置の出力部から出力されるように構成しておくことが望ましい。このセンサとし
ては、例えば、サンプルラックが正常に移送されているのか否か、また、サンプル容器の
撹拌機構が正常に動作しているのか否か等を検出するセンサが挙げられる。
【００２０】
このように構成しておけば、動作機構部の測定動作が正常に行われているのか否かをデー
タ処理装置側で確認することができるので、測定装置側でトラブルが発生した場合でも、
測定装置側のトラブルの内容をデータ処理装置側で判断して、その対応をデータ処理装置
側から測定装置側へ指示することができる。
【００２１】
測定部としては、動作機構部の動作で検体の測定を行って測定データを得ることができる
ものであればよく、当該分野で公知の各種の測定部を適用することができる。例えば、上
記と同様に本発明を血液分析装置に適用した場合であれば、ノズル内を通過する血液サン
プルを抵抗式測定原理で測定する、あるいはフローセルを通過する血液サンプルの光学特
性を測定する等の測定を行うことができるものを適用することができる。
【００２２】
測定装置側の入出力部およびデータ処理装置側の入出力部としては、ともに、例えば専用
回線や構内ＬＡＮ、あるいはインターネットのようなネットワークを介してデータの送受
信ができるものであればよく、例えば、汎用インターフェイスであるＴＣＰ／ＩＰなどを
適用することができる。
【００２３】
測定データ演算部としては、入出力部から測定データを受け取って測定データの演算を行
うことができるものであればよく、当該分野で公知の各種の測定データ演算部を適用する
ことができる。この測定データ演算部は、測定データ計算部と測定データ処理部から構成
されていることが望ましい。測定データ計算部としては、例えば、上記と同様に本発明を
血液分析装置に適用した場合であれば、血液サンプルを抵抗式測定原理にて測定して血球
数をカウントし、粒度分布図を作成したり、血液サンプルの光学特性からスキャッタグラ
ムなどを作成して血球情報を算出する等の測定データの計算を行うことができるものを適
用することができる。また、測定データ処理部としては、血球数のデータや粒度分布やス
キャッタグラムなどを表示用、印字用のデータに処理し、その処理結果を出力部に送った
り、その処理結果をデータ処理装置のハードディスクに格納したりする等の測定データの
処理を行うことができるものを適用することができる。
【００２４】
出力部としては、測定データ演算部で得られた演算結果を出力することができるものであ
ればよく、各種の表示装置や、測定情報や測定結果のリスト、粒度分布図、スキャッタグ
ラムなどの測定結果や、画面のハードコピー等の印刷が可能な各種のプリンタを適用する
ことができる。
【００２５】
本発明においては、検体測定の動作命令を入力する入力部が、データ処理部側に設けられ
、この入力部で入力された動作命令が、データ処理装置の入出力部と測定装置の入出力部
を介して、測定装置の動作機構部に送られる構成である。
【００２６】
この入力部は、検体測定の動作命令を入力することができるものであればよく、キーボー
ド、あるいはマウスやタッチペンのような各種のポインティングデバイスを適用すること
ができる。
【００２７】
本発明においては、一台のデータ処理装置に複数台の測定装置を接続するようにしてもよ
い。この場合、入力部から入力する動作命令がどの測定装置に対するものなのか、また測
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定装置から送出される測定データがどの測定装置からのものなのかが分かるように、測定
装置とデータ処理装置を構成しておく。例えば、各測定装置にアドレスを付与しておき、
そのアドレスとともにデータの送受信を行うようにする。
【００２８】
測定装置は、例えば、病院、臨床検査場、保険所などの血液サンプルを直接入手すること
が可能な現場に配置することができる。一方、データ処理装置は、公共または民間のデー
タ処理センター、病院のコンピュータ室などの事務処理センターに配置することができる
。ただし、配置場所はこれらに限定されるものではなく、両装置を同じ部屋に配置しても
よい。
【００２９】
以下、図面に示す実施の形態に基づいて本発明を詳述する。なお、本発明はこれによって
限定されるものではなく、各種の変形が可能である。
【００３０】
図１は本発明の検体測定装置の一実施形態の全体を示す説明図である。本実施形態では、
本発明を血液分析装置に適用した例を示している。
この血液分析装置は、測定装置１、ＣＲＴディスプレイ装置を備えたデータ処理装置２、
ページプリンタ３、カラーグラフィックプリンタ４、空圧源部５、サンプラ部６、データ
プリンタ７で構成されている。
【００３１】
測定装置１は血液サンプルの測定を行う。データ処理装置２は測定装置１より得られた測
定データの処理を行う。ページプリンタ３は測定情報や測定結果のリストを印字する。カ
ラーグラフィックプリンタ４は粒度分布図、スキャッタグラムなどの測定結果や画面のハ
ードコピーを印字する。空圧源部５は測定装置１で使用する陽圧、バキューム圧を供給す
る。サンプラ部６は血液サンプルを自動的に測定装置１へ供給する。データプリンタ７は
測定データを検査伝票形式の用紙に印字する。
【００３２】
図２は図１で示した血液分析装置の内部構成を示すブロック図である。
測定装置１は、動作機構部１１、測定部１２、Ａ／Ｄ変換部１３、測定装置側入出力部１
４から構成されている。
【００３３】
データ処理装置２は、マイクロプロセッサ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，Ｉ／Ｏポートからなるパー
ソナルコンピュータを用いて作製され、入力部２１、出力部２２、動作制御部２３、処理
装置側入出力部２４、測定データ計算部２５、測定データ処理部２６から構成されている
。
【００３４】
測定装置１とデータ処理装置２は、離して配置することができ、双方でデータのやり取り
が可能な構成となっている。すなわち、測定装置１側の入出力部１４とデータ処理装置２
側の入出力部２４とは、ともに汎用インターフェイスであるＴＣＰ／ＩＰで構成されてお
り、光ケーブルあるいは同軸ケーブルを用いたＬＡＮ８で接続され、相互にデータの送受
信が可能となっている。
【００３５】
測定装置１は、病院の検査室に配置され、データ処理装置２は、病院のコンピュータ室に
配置される。
【００３６】
まず、測定装置１の各構成要素について説明する。
動作機構部１１は、測定装置側入出力部１４を介して与えられた動作制御データに従って
血液の測定動作を行う。具体的には、例えば、サンプル容器が保持されたサンプルラック
をサンプル採取位置まで順次移動させ、サンプル採取位置に到達したサンプルラックから
サンプル容器を抜き取り、サンプル容器を撹拌した後、サンプル容器から血液サンプルを
採取して、その血液サンプルをノズル内に通過させる等の動作を行う。
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【００３７】
この動作機構部１１は、測定動作が正常に行われているのか否かを検出するセンサを有し
ている。このセンサは、具体的には、例えば、サンプルラックが正常に移送されているの
か否か、また、サンプル容器の撹拌機構が正常に動作しているのか否か等を検出するセン
サである。そして、このセンサの検出内容は、測定装置側入出力部１４と処理装置側入出
力部２４を介して、データ処理装置２の動作制御部２３に送られる。
【００３８】
測定部１２は、血液サンプルの測定を行って、その測定した生のデータをＡ／Ｄ変換部１
３に送る。この測定した生のデータはアナログデータである。具体的には、例えば、ノズ
ル内を通過する血液サンプルを抵抗式測定原理にて測定し、その測定データをＡ／Ｄ変換
部１３に送る。
Ａ／Ｄ変換部１３は、測定部１２で得られたアナログデータをデジタルデータに変換し、
測定装置側入出力部１４に送る。
【００３９】
測定装置側入出力部１４は、Ａ／Ｄ変換部１３から受けたデジタルデータを処理装置２側
に送信する。また、データ処理装置２から受信した動作制御データを動作機構部１１に送
る。この動作制御データはデジタルデータである。さらに、測定装置側入出力部１４は、
動作機構部１１に設けられたセンサの検出内容を処理装置２側に送信する。
【００４０】
次に、データ処理装置２の各構成要素について説明する。入力部２１からは、使用者によ
り、検体測定の動作命令が入力され、入力された動作命令は動作制御部２３に送られる。
入力部２１からの動作命令の入力は、ＣＲＴディスプレイ装置のアイコンを指示すること
で行う。
【００４１】
出力部２２は、上述のＣＲＴディスプレイ装置、ページプリンタ３、カラーグラフィック
プリンタ４、およびデータプリンタ７で構成され、動作制御部２３で行う動作制御の内容
や、測定データ処理部２６で処理された処理結果のデータを出力する。また、動作制御部
２３から送られてきた、測定装置１の動作機構部１１に設けられたセンサの検出内容を出
力する。
【００４２】
具体的には、上述したように、ページプリンタ３で測定情報や測定結果のリストを印字し
、カラーグラフィックプリンタ４で粒度分布図、スキャッタグラムなどの測定結果や画面
のハードコピーを印字し、データプリンタ７で測定データを検査伝票形式の用紙に印字す
る。また、測定装置１の動作機構部１１に設けられたセンサの検出内容をＣＲＴディスプ
レイ装置に表示する。
【００４３】
動作制御部２３は、入力部２１から入力された動作命令に従って、動作制御データを生成
し、その動作制御データを処理装置側入出力部２４に送る。また、動作制御部２３は、測
定装置１の動作機構部１１に設けられたセンサの検出内容を受信し、この検出内容を出力
部２２に送る。
【００４４】
処理装置側入出力部２４は、動作制御部２３から受けた動作制御データを、測定装置１の
測定装置側入出力部１４に送信する。また、測定装置側入出力部１４を介して送信された
測定データを測定データ計算部２５に送り、さらに、測定装置１の動作機構部１１に設け
られたセンサの検出内容を動作制御部２３に送る。
【００４５】
測定データ計算部２５は、測定装置１側の入出力部１４から受けた生データの計算を行い
、その計算結果を測定データ処理部２６に送る。具体的には、例えば、血液サンプルの抵
抗式測定値から血球数をカウントし、血球数を算出して、粒度分布やスキャッタグラムな
どを作成し、測定データ処理部２６に送る。この測定データ計算部２５は、データ処理装
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置２の外部に設けたものであってもよい。例えば、サーバ等の別のパーソナルコンピュー
タ上に設けられた測定データ計算部２５ａであってもよい。
【００４６】
測定データ処理部２６は、測定データ計算部２５から送られた計算結果を表示用、印字用
のデータに処理し、その処理結果を出力部２２に送る。具体的には、例えば、測定データ
計算部２５で作成した粒度分布やスキャッタグラムなどを表示用、印字用データに処理し
て、ＣＲＴディスプレイ装置、ページプリンタ３、カラーグラフィックプリンタ４、およ
びデータプリンタ７などの出力部２２に送る。また、測定データ処理部２６は、測定デー
タ計算部２５から送られてきた計算結果をデータ処理装置２のハードディスクに格納する
。
【００４７】
全体の動作は以下のようになっている。
まず、データ処理装置２側の入力部２１から動作命令が入力されると、その動作命令は、
動作制御部２３に送られて動作制御データが生成され、その動作制御データは、処理装置
側入出力部２４と測定装置側入出力部１４を介して、動作機構部１１に送られ、適切な測
定動作が行われる。また、動作機構部１１に設けられたセンサの検出結果が出力部２２に
出力されて、測定動作が正常に行われているのか否かがモニタされる。
【００４８】
そして、測定動作に応じて、測定部１２によって測定データが得られ、得られた測定デー
タは、Ａ／Ｄ変換部１３によってデジタルデータ変換され、その測定データは、測定装置
側入出力部１４と処理装置側入出力部２４を介して、測定データ計算部２５に送られる。
測定データ計算部２５では、測定データの計算を行って、そのデータを測定データ処理部
２６に送る。測定データ処理部２６は、測定データの処理を行い、その処理結果を出力部
２２に送り、出力部２２はその処理結果を出力する。また、測定データ処理部２６は、測
定データ計算部２５から送られてきた計算結果をデータ処理装置２のハードディスクに格
納する。
【００４９】
このような構成であれば、例えば、測定装置１を病院、臨床検査場、保険所などの血液サ
ンプルを直接入手することが可能な現場に配置し、データ処理装置２を公共または民間の
データ処理センター、病院のコンピュータ室などの事務処理センターに配置しておき、病
院、臨床検査場、保険所などの現場で血液サンプルを測定装置にセットすれば、データ処
理装置２側で動作命令を入力して、測定装置の測定動作を行わせることができるので、現
場で動作命令の入力操作を行うことなく、血液サンプルを測定することができる。また、
測定装置１の動作機構部１１のセンサによって、動作機構部１１の測定動作が正常に行わ
れているのか否かをデータ処理装置２側で確認することができるので、測定装置１側でト
ラブルが発生した場合でも、測定装置側１のトラブルの内容をデータ処理装置２側で判断
して、その対応をデータ処理装置２側から測定装置１側へ指示することができる。これに
より、測定装置を操作するための人員の有効利用や、測定装置の操作や保守作業に習熟す
るための時間および労力の削減を図ることができる。
【００５０】
【発明の効果】
本発明によれば、測定装置とデータ処理装置とで構成された検体測定装置において、デー
タ処理装置の側から測定装置に対して、検体測定の動作命令を入力することができるので
、測定装置とデータ処理装置とが離れて配置されていても、測定装置側で動作命令の入力
操作を行うことなく、例えば血液サンプルのような検体を測定することができる。これに
より、測定装置を操作するための人員の有効利用や、測定装置の操作に習熟するための時
間および労力の削減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の検体測定装置の一実施形態の全体を示す説明図である。
【図２】図１で示した血液分析装置の内部構成を示すブロック図である。
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【図３】従来の血液分析装置の構成を示す説明図である。
【図４】従来の血液分析装置の内部構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　測定装置
２　データ処理装置
３　ページプリンタ
４　カラーグラフィックプリンタ
５　空圧源部
６　サンプラ部
７　データプリンタ
８　ＬＡＮ
１１　動作機構部
１２　測定部
１３　Ａ／Ｄ変換部
１４　測定装置側入出力部
２１　入力部
２２　出力部
２３　動作制御部
２４　処理装置側入出力部
２５　測定データ計算部
２５ａ　外部に設けた測定データ計算部
２６　測定データ処理部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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